
１部　総　　　　　　論
第１章　環境首都とくしまの実現に向けた取組み

第１節　環境首都とくしま・未来創造憲章

　本県では，平成２５年１２月に策定した「第２次徳島県環境基本計画」の方向性の一つである「ライフスタ
イルの転換」の推進に向け、取組みのコンセプトや目標を県民、事業者、民間団体等と共有し、各主体が取
り組む自主的な環境保全・創造活動を推進するため、平成２７年１月に新たな「環境首都とくしま・未来創造
憲章」を制定しました。
　憲章は、大きく分けて、「前文」、「本文」、「キッズバージョン」で構成されています。「前文」では、憲章制定
の理念等を表し、「未来の世代に贈るメッセージ」としています。「本文」では、県民のみなさんに日常生活の
様々な場面で環境行動へつなげていただくため、基本的な行動別にまとめた２３の行動指針を示していま
す。そして、「キッズバージョン」では、子どもたちも分かりやすく取り組みやすい項目を各項目の頭文字をと
って「きみもさんかして」と呼びかける形にしています。

～未来の皆さんへ贈る私たちからのメッセージ～
　未来を生きている皆さんに、徳島の美しく恵み豊かな環境は、受け継がれているでしょうか。
　２１世紀初めを生きている私たちは、地球温暖化や生態系の破壊、ごみの問題など、様々な環境
問題に直面しています。
　一つひとつの問題は複雑で、一人の力だけでは解決できないかもしれませんが、県民みんなの力を
合わせてねばり強く、立ち向かっていく決意です。
　守り伝えるべきものと変えていくべきもの。それぞれをしっかりと見極め、恵み豊かな環境を 郷土の宝“ ”

として継承するとともに新たな価値を創造するための行動を、この憲章に定め、実行していきます。
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第２節　環境保全施策の総合的・計画的推進

１　徳島県環境基本条例
（１）概略
　都市・生活型環境問題、化学物質問題、地球環境問題など、今日の複雑で多様化した環境問題は、大量生
産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動がもたらすものであり、私たちの日常生活や通常の事業活動が原
因となっています。
　このため、従来からの法令等による規制や行政主導型の施策では、十分に対応することが困難となっており、
その解決には、社会経済活動全体を環境への負荷が少ないものに転換していくという視点に立ち、問題の性質
に応じて、多様な手法を組み合わせて、総合的に進めていくことが必要となっています。
　また、行政のみでなく、事業者や県民の皆様など、すべての者が、それぞれの役割に応じて、自らの日常生活
や通常の事業活動を見直し、自主的かつ積極的に、環境の保全さらには創造に取り組むことが求められていま
す。
　国では、こうしたことに対処するため、地球環境時代の環境施策の新しい基本理念や政策手法を示した環境
基本法が制定され、また、これを受けた環境基本計画が策定されています。
　一方、本県でも、すべての者の主体的な参画を図り、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的
方向付けをする徳島県環境基本条例を平成１１年３月に制定しました。
　この条例は、環境保全について、①基本理念、②県、市町村、事業者、県民の責務、③施策の基本となる事項
を定めたものであり、

（１）　人と自然との共生
（２）　持続的発展が可能な社会の構築
（３）　地球環境保全に向けた地域の取組み

の３つを基本理念として掲げています。
　また、これらの基本理念にのっとり、県は基本的・総合的な環境施策の策定・実施、市町村は自然的社会的
条件に応じた環境施策の策定・実施、事業者や県民は事業活動や日常生活において環境の保全に努めること
などを定めています。
　さらに、こうした基本的な考え方の下で、従来から行ってきた規制的手法に加え、環境保全や創造に関する多
様な施策を条例に位置付け、積極的に推進することとしています。

（２）環境基本条例の体系
環境基本条例は、

　　１　条例の目的
　　２　健全で恵み豊かな環境の保全及び創造のための基本理念
　　３　行政・事業者・県民の各主体の責務

を明らかにするとともに、
　　４　環境の保全・創造施策を総合的・計画的に推進するための環境基本計画
　　５　環境の保全・創造のための主要な施策
　　６　地球環境保全・国際協力の推進
　　７　施策の推進体制の整備など
　　　について定めています。
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 前文（人と自然とが共生する住みやすい徳島づくり） 

第2条 定義 

第３条 基本理念 
 (1)人と自然との共生 
 (2)持続的発展が可能な社会の構築 
 (3)地球環境保全に向けた地域の取り組み 

年次報告 

第 1節 施策の策定等に係る指針(基本方針) 
第 9条 施策の策定等に係る指針 
 (1)良好な環境の保持 
 (2)生物多様性確保・多様な自然環境の保全 
 (3)潤いと安らぎのある環境の保全・創造等 

第 2節 環境基本計画 
第 10条 環境基本計画 

第 3節 環境の保全及び創造のための施策等 
第 11条 施策の策定等に当たっての配慮 第 12 条 環境影響評価の推進 
第 13条 規制等の措置 第 14 条 誘導の措置 
第 15条 施設の整備等の推進 第 16 条 水環境の保全等 
第 17条 森林及び緑地の保全等 第 18 条 良好な景観の形成等 
第 19条 資源の循環的な利用等の促進等 第 20 条 事業者が行う環境管理の促進等 
第 21条 環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興等 第 22 条 県民等の自発的な活動の促進等 
第 23条 情報の提供 第 24 条 調査及び研究開発の実施等 
第 25条 監視等の体制の整備 第 26 条 県民等の意見の反映 

 
第 4節 地球環境の保全及び国際協力 
第 27条 地球環境の保全 第 28 条 国際協力 

 
第 5節 推進体制等の整備等 
第 29条 推進体制等の整備 第 30 条 国及び他の地方公共団体との協力 

第 31 条 財政上の措置 

第 1 章 総則 

県の責務 市町村の責務 事業者の責務 県民の責務 

第 4条 第5条 第 6条 第 7条 

第 8条 環境の状況等の公表 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第 1条 目的(現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することなど) 

２　徳島県環境基本計画
平成１６年３月の徳島県環境基本計画策定以降に発生した、環境を取り巻く新しい課題に適切に対応し、また
東日本大震災から得られた教訓を活かし、さらには、国際社会の動きも見定めつつ、平成２５年１２月に将来にお
ける環境の保全・創造に向けて、私たちがなすべき方向性と施策について、「第２次徳島県環境基本計画」を策
定しました。なお、計画期間は、２１世紀の第１四半期（２０２５年頃）を長期的に展望しつつ、平成２６（２０１４）年
度から平成３０（２０１８）年度までの５年間としています。
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（１）第２次計画の概要
　計画期間は、２１世紀の第１四半期（２０２５年頃）を長期的に展望しつつ、平成２６（２０１４）年度から平成３０
（２０１８）年度までの５年間としています。
　　　５年間の取組の基本コンセプトとして、「徳島からの環境イノベーション」を掲げ、
　　　１．「保全」と「イノベーション」
　　　２．「環境バリア（障壁）」の解消
　　　３．「とくしまの環境」のブランド化
　　　４．「環境人材」の育成と活用
の４つの方針を設定するとともに、各分野別計画の目標もとりまとめて「総合的な進捗管理」を行うこととしてい
ます。
　また、「１．ライフスタイルの転換による『スマート社会とくしま』を構築」をはじめ、６つの目標の達成に向けた取
組を推進するため、「１　スマート社会とくしま」をはじめ、７つの柱を設定し、４７の重点取組をはじめとした取組
を展開していくものであります。
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基本コンセプト基本コンセプト　「徳島からの環境イノベーション」
１．「保全」と「イノベーション」　　　　　２．「環境バリア（障壁）」の解消

　　　　 ３．「とくしまの環境」のブランド化　 　４．「環境人材」の育成と活用       
　　　　　※総合的な進捗管理



（２）第２次計画の構成
本計画の全体的な構成は次のとおりです。

第１章　計画の基本的事項 第２章　計画の基本目標

　１　計画策定の背景
　２　計画の位置づけ
　３　計画の期間
　４　計画の構成

　１　目指すべき環境の将来像
　２　計画の基本コンセプト
　３　「５年間の取組」目標
　４　取組展開の体系

第３章　主要取組の展開

　　＜基本目標に沿った取組の推進＞
　　　　１　スマート社会とくしま　　　～ライフスタイルの転換～
　　　　２　自然エネルギー革命　　   ～自然エネルギー立県とくしま～
　　　　３　好循環社会とくしま　　　 ～循環を基調とする健全な社会づくり～
　　　　４　癒しの郷とくしま　　　　  ～人と自然との調和～
　　　　５　ｅｃｏで防災・減災　　　　 ～南海トラフ巨大地震への備え～
　　　　６　環境リーダーとくしま　　   ～保全・創造の基盤づくり～
　　　　７　みんなでつくる環境首都　 ～参加と協働による環境保全への取組～

第４章　計画の推進と点検・評価

　１　計画推進の基本方針
　２　各主体の役割
　３　計画の点検・評価
　４　計画の進行管理体制

　（参考）第１次計画の概要
　徳島県の目指すべき将来の環境像として「人と自然とが共生する住みやすい徳島」を掲げ、その実現のため、
５つの長期的目標を示し、そのもとで県が取り組むべき環境の保全・創造のための重点プログラムと体系的な
施策展開の方向性を示していた。
　本計画の期間は、２１世紀の第１四半期（２０２５年頃）を長期的に展望しつつ、平成１６（２００４）年度から平成
２５（２０１３）年度までの概ね１０年間としていた。　　　　　　
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基本理念 人と自然との共生
持続的発展が可能な

社会の構築

地球環境保全に向けた

地域の取り組み

人と自然とが共生する住みやすい徳島将来の環境像

留意すべき

５つの視点
協　働地球的有限性多様性時間的

施策展開の
方向

重点的な取り組みの推進
長期的目標に沿った体系的な施策展開

（５つの長期的目標に対応）

●重点プログラム
（６つのテーマ）

■人と自然との共生

■循環を基調とする健全な社会の実現

■地球環境保全への貢献

■参加と協働による環境保全への取り組み

■環境の保全・創造への基盤づくり



計画の達成状況（第１次徳島県環境基本計画）

重点プログラム 設定の目的 主な指標の項目
基準年値 現状値 目標値

（平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

テーマ１ 清らかで豊
かな水環境
の保全

家庭などの生活
排水対策が進ん
でいるか総合的
に点検します。

汚水処理人口普及率 ３１．９％ ５４．１％ ４１％ ６４％

　 下水道整備人口 ８７，６５４人 １３１，０７５人 ９３，０００人 １７５，０００人

　 農・林・漁業集落排水施設整備人口 １７，７２０人 ２１，４８１人 ２３，０００人 ３６，０００人

　 合併処理浄化槽整備人口
　

１５３，１１０人 ２６１，３４０人 ２１７，０００人 ２９６，０００人

　 浄化槽法定受検率 ２９．５％ ５２．４％ ３６．５％ ５８．５％

　 命育むふるさとの川創生リーダーの
養成

１７人
（平成１６年度）

６６人 ５０人 ＿

　 化学物質による
汚染のない安
全・安心な水が
確保されている
か点検します。

ダイオキシン類の環境基準達成率（水
質・底質・土壌）

１００％ １００％ 環境基準の達成維持

　 エコファーマー認定数（累計）
　

５０７人 １，７６６人 １，０００人 ２，０００人

　 森林などの水か
ん養機能の維
持・向上のため
の取組を点検し
ます。

水源かん養保安林面積（累計）
　

６９，９３２ｈａ ７９，７４６ｈａ ７３，６３０ｈａ ７９，２７０ｈａ

　 間伐実施面積（累計）
　

６，７６２ｈａ ８０，４７５ｈａ ３４，３００ｈａ ５８，８００ｈａ
（平成２４年度）

　 透水性舗装実施延長（累計） １８．５ｋｍ ３３．６ｋｍ ２３．５ｋｍ ４７．８ｋｍ
（平成２４年度末）

　 環境に配慮した
河川整備や水辺
環境の保全が図
られているか点
検します。

自然環境保全箇所数
（県管理河川／累計）

５ヶ所 １１ヶ所 １１ヶ所 １４ヵ所

　 多自然型護岸整備延長
（河川／累計）

５２ｋｍ ９７ｋｍ ７０ｋｍ １１０ｋｍ

　 　 多自然型護岸整備延長
（砂防／累計）

０．２ｋｍ １．６ｋｍ ０．６ｋｍ １．５ｋｍ

テーマ２ 廃棄物ゼロ
とくしまの実
現

県民のライフスタ
イルが変わり、廃
棄物の発生抑制
が進んでいるか
点検します。

一般廃棄物排出
量

排出量 ３１４千ｔ
（平成１５年度）

２７７千ｔ
（平成２４年度）

－ ２５９千ｔ
（平成２２年度）

　 一般廃棄物排出
量　

１日１人当たり排
出量

　１，０４１ｇ
（平成１５年度）

９６２ｇ
（平成２４年度）

－ ８８９ｇ
（平成２２年度）

　 一般廃棄物リサイクル率
（総資源化率）
　

１６．５％
（平成１５年度）

１７．３％
（平成２４年度）

－ ２６％
（平成２２年度）

　 エコショップ認定件数（累計）
　

３２８件
（平成１５年度）

４５８件
（平成２５年度）

３４５件 －

　 様々なリサイクル
の取組が進んで
いるか点検します。

産業廃棄物リサイクル率
（再生利用率）

５５％
（平成１５年度）

４７．２％
（平成２０年度）

－ ５９％
（平成２２年度）

　 建設廃棄物リサイクル率
　

８４％
（平成１４年度）

９７％
（平成２４年度）

８８％
（平成１７年度末）

９１％
（平成２２年度末）
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重点プログラム 設定の目的 主な指標の項目
基準年値 現状値 目標値

（平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

　 　 建設発生土リサイクル率
　

７２％
（平成１４年度）

８８％
（平成２４年度）

７５％
（平成１７年度末）

９０％
（平成２２年度末）

　 農業生産資材廃棄物（廃プラ）回収
率

７８％
（平成１５年度）

９４％ ８０％ ９０％
（平成２４年度）

　 家畜排せつ物堆肥化率
　

７４％
（平成１５年度）

９４％ ９４％ １００％
（平成２４年度）

　 循環資源交換情報システム登録件
数

１８８件
（平成１５年度）

１２９件 ２５０件 －

　 グリーン調達方針策定市町村数
　

２団体
（平成１５年度）

１団体 全市町村 全市町村

　 廃棄物の適正な
処理が進んでい
るか点検します。

一般廃棄物最終処分量
　

５６千ｔ
（平成１５年度）

３４千ｔ
（平成２４年度）

－ ３３千ｔ
（平成２２年度）

　 産業廃棄物最終処分量
　

１６８千ｔ
（平成１５年度）

１３２千ｔ
（平成２０年度）

－ １００千ｔ
（平成２２年度）

　 ごみ処理広域化施設整備数
　

―
（平成１５年度）

１ヶ所 １ヶ所 －

　 　 不法投棄監視ボランティア推進員の
登録者数
　

―
（平成１５年度）

３７７人 ３６０人 －

テーマ３ 一人ひとり
が取り組
むストップ
温暖化

温室効果ガスの
排出量が減少し
ているか点検しま
す。

温室効果ガス総排出量
　

６，９４２千ｔ-ＣＯ２
（平成２年度）

７，５５２千ｔ-ＣＯ２
（平成２３年度）

－ ６，２４８千ｔ-ＣＯ２
（平成２２年度）

　 民生部門におけ
る地球温暖化防
止対策が進んで
いるか点検しま
す。

地球温暖化防止活動推進員活動回
数
　

２３８回 ２７４回 ２８０回 ３５０回

　 車両用ＬＥＤ（発光ダイオード）式信
号灯器の整備率
　

１０％
（平成１５年度）

６１．５％ 

（歩行者用
は１００．０％）

１８％ さらに拡大

　 家庭用太陽光発電施設の導入件数
（累計）

１，３３９件 １２，５５８件 １，６００件 ２，３００件

　 新エネルギー導入施設件数
（民間・公共施設）（累計）

７０件 ２９１件 ８０件 １００件

　 自動車や交通面
で地球温暖化対
策が進んでいる
か点検します。

県内での低公害車等導入台数及び
導入率（累計）
　

２９，００９台
（８．３％）

１５９，１８０台
（４９．５％）

（平成２４年３月末）

今後さらに拡大

　 二酸化炭素の吸
収源対策が進ん
でいるか点検し
ます。

二酸化炭素吸収量算入対象森林面
積

２１９千ｈａ ２２１千ｈａ ２２０千ｈａ ２２２千ｈａ

　 間伐実施面積（累計）［再掲］
　

６，７６２ｈａ ８０，４７５ｈａ ３４，３００ｈａ ５８，８００ｈａ
（平成２４年度）

　 １人当たり都市公園等面積
　

７．１ｍ２／人 ９．５ｍ２／人 ８．１ｍ２／人 １０．３ｍ２／人
（平成２２年度末）

　 県民・事業者・行
政の連携による
取組が進んでい
るか点検します。

地球環境保全行動計画個別行動計
画の策定団体数

４７団体
（平成１５年度）

４６団体 ７０団体 ８０団体
（平成２２年度）

テーマ４ 豊かな生
態系を育
む地域づ
くり

地域本来の自然
環境が適切に保
全・復元されてい
るか点検します。

県立自然公園計画策定区域数
（累計）

―
（平成１５年度）

３区域 ３区域 ６区域
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重点プログラム 設定の目的 主な指標の項目
基準年値 現状値 目標値

（平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

　 　 自然再生事業実施地区数（累計）
　

―
（平成１５年度）

１地区 ２地区 －

　 身近な自然環境
の保全・復元・創
出が積極的に行
われているか点
検します。

ビオトープ創出箇所数（累計）
　

１０ヶ所 ５２ヶ所 ３０ヵ所 １００ヵ所

　 自然環境保全箇所数
（県管理河川／累計）
　

５ヶ所 １１ヶ所 １１ヶ所 １４ヵ所

　 多自然型護岸整備延長
（河川・砂防の合計）

５２．２ｋｍ ９８．６ｋｍ ７０．６ｋｍ １１１．５ｋｍ

　 土木環境共生事業完了箇所数
（累計）

３７ヶ所 ５４ヶ所 ５４ヶ所 －

　 　 野生動植物の保
護・保全への取
組を点検します。

鳥獣保護区箇所数（累計）
　

５４ヶ所 ５３ヶ所 ５５ヶ所 ―

テーマ５ 地域環境
力を高め
る人・地域
づくり

環境学習や環境
活動を担う人材
の育成が進んで
いるか点検しま
す。

「学校版環境ＩＳＯ」取組校数
（累計）

―
（平成１５年度）

２４５校 ３０校 さらに拡大

　 環境アドバイザー派遣回数／受講
者数（年間）

２９回／１，４７０人 ５９回／２，４９４人 ３５回／１，７５０人 ５０回／２，５００人

　 環境アドバイザー登録者数（累計） ２７人 ４１人 ３０人 －

　 環境カウンセラー登録者数（累計） ２１人 ３０人 ３０人 ５０人

　 協働による環境
活動が盛んにな
っているか点検し
ます。

アドプトプログラム参加団体数 ４１０団体
（平成１５年１２月）

８４２団体 ４７５団体 ９０２団体

　 森づくり参加者数 ３８３人 ２，４５０人 １，０００人 １，５００人

　 環境活動の促す
基盤が整えられ
ているか点検しま
す。

環境首都とくしま憲章の県民への認
知度（※アンケートによる）

―
（平成１５年度）

７３．０％ ８０％ さらに拡大

テーマ６ 環境と調
和した持
続可能な
農業の振
興

環境負荷の少な
い農業生産活動
が進んでいるか
点検します。

エコファーマー認定数（累計） ５０７人 １，７６６人 １，０００人 ２，０００人

　 農業生産活動に
おける循環資源
のリサイクルが進
んでいるか点検
します。

農業生産資材廃棄物（廃プラ）回収
率

７８％
（平成１５年度）

９４％ ８０％ ９０％
（平成２４年度）

　
       

家畜排せつ物堆肥化率 ７４％
（平成１５年度）

９４％ ９４％ １００％
（平成２４年度）

　 　 環境との調和に
配慮した農村整
備が行われてい
るか点検します。

自然環境調査に基づく事業計画策
定地区数（累計）

９地区
（平成１５年度）

４７地区 ２７地区 ４８地区

      9



施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

Ⅰ 人と自
然との
共生

１-１ 多様な
自然環
境の保
全とふ
れあい
の創造

総合的 すぐれた自然
環境を保全す
る体制を点検
します。

県立自然公園計画策定区域数
（累計）

―
（平成１５年度）

３区域 ３区域 ６区域

　 　 環境重視の
多様な森林づ
くりが進んで
いるか点検し
ます。

森林整備面積間伐及び複層林
（累計）

６，８２４ｈａ ８３，４３７ｈａ ３５，０１０ｈａ ６１，０００ｈａ
（平成２４年
度）

　 　 様々な生き物
の生息・生育
の場が保全・
創出されてい
るか点検しま
す。

ビオトープ創出箇所数（累計）
［再掲］

１０ヶ所 ５２ヶ所 ３０ヶ所 １００ヶ所

　 　 多くの人が豊
かな自然とふ
れあっている
か点検します。

自然公園利用者数（年間） ４３６万人
（平成１３年度）

３５２万人 ４４５万人 ４６０万人

　 　 個別的 多様な自然
環境を保全す
る取組を点検
します。

自然再生事業実施地区数 ―
（平成１５年度）

　１地区 ２地区 －

　 　 　 自然環境保全箇所数
（県管理河川／累計）

５ヶ所 １１ヶ所 １１ヶ所 １４ヵ所

　 　 　 土木環境共生事業完了箇所数
（累計）

３７ヶ所 ５４ヶ所 ５４ヶ所 －

　 　 　 森林の保全
が適切に行わ
れているか点
検します。

間伐実施面積（累計） ６，７６２ｈａ ８０，４７５ｈａ ３４，３００ｈａ ５８，８００ｈａ
（平成２４年度）

　 　 　 複層林誘導面積（累計） ６２ｈａ ２，９６２ｈａ ７１０ｈａ ２，２００ｈａ
（平成２４年度）

　 　 　 保安林指定面積 ８５，２７２ｈａ ９６，１２４ｈａ ８９，９５０ｈａ ９６，９５０ｈａ

　 　 　 環境負荷の
少ない農業や
環境との調和
に配慮した農
村整備が行
われているか
点検します。

エコファーマー認定数（累計） ５０７人 １，７６６人 １，０００人 ２，０００人

　 　 　 自然環境調査に基づく事業計
画策定地区数（累計）

９地区
（平成１５年度）

４７地区　 ２７地区 ４８地区

　 　 　 様々な生き物
の生息・生育
の場が保全・
創出されてい
るか点検しま
す。

鳥獣保護区箇所数（累計）
［再掲］

５４ヶ所 ５３ヶ所 ５５ヶ所 ―

　 　 　 ビオトープ創出箇所数（累計）
［再掲］

１０ヶ所 ５２ヶ所 ３０ヶ所 １００ヶ所

　 　 　 多くの人が豊
かな自然とふ
れあっている
か点検します。

自然公園利用者数（年間） 
［再掲］

４３６万人
（平成１３年度）

３５２万人 ４４５万人 ４６０万人

　 　 県内グリーン・ツーリズム関係施
設宿泊者数

４１，０００人
（平成１３年度）

９２，７３６人 ４５，０００人 ４７，０００人
（平成２３年度）

　 １-２ 潤いの
ある魅
力的な
生活空
間の保
全と創
造

総合的 身近な緑や水
辺が創出され
ているか点検
します。

１人当たり都市公園等面積 ７．１ｍ２／人 ９．５ｍ２／人 ８．１ｍ２／人 １０．３ｍ２／人
（平成２２年度

末）
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施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度）
（平成２５年
度）

平成１８年度 平成２５年度

　 　 　 　 　 多自然型護岸整備延長
（河川・砂防の合計）

５２．２ｋｍ ９８．６ｋｍ ７０．６ｋｍ １１１．５ｋｍ

　 　 　 個別的 身近に緑や水
辺とふれあえ
る場が創出・
確保されてい
るか点検しま
す。

１人当たり都市公園等面積［再
掲］

７．１ｍ２／人 ９．５ｍ２／人 ８．１ｍ２／人 １０．３ｍ２／人
（平成２２年度末）

　 　 　 　 公共施設緑化実施個所数
（累計）
　

１０１ヶ所 １５１ヶ所 １３０ヶ所 １９９ヶ所
（平成２４年度末）

　 　 　 　 道路（街路）緑化延長（累計）
　

１１．２ｋｍ ２０．７ｋｍ 拡大を図る

　 　 　 　 森づくり運動拠点整備数
（累計）

６カ所 ８ヶ所 ８ヵ所 －

　 　 　 　 多自然型護岸整備延長
（河川／累計）

５２ｋｍ ９７ｋｍ ７０ｋｍ １１０ｋｍ

　 　 　 　 多自然型護岸整備延長
（砂防／累計）

０．２ｋｍ １．６ｋｍ ０．６ｋｍ １．５ｋｍ

　 　 　 　 土木環境共生事業完了箇所数
（累計）

３７ヶ所 ５４ヶ所 ５４ヶ所 －

　 　 　 　 快適で美しい
居住環境が
整備されてい
るか点検しま
す。

電線類地中化延長（累計）
　

５．５ｋｍ １１．０ｋｍ ７．０ｋｍ －

　 　 　 　 　 歴史的・文化
的資源が適
切に保全され
ているか点検
します。

四国いやしの道登録距離数（累
計）

５９．２ｋｍ １７５．８ｋｍ １１０ｋｍ －

文化財指定数（累計） ４０９件
（Ｈ１６．１．３０現在）

４２８件 ４１８件 ４３２件

Ⅱ 循環を
基調と
する健
全な社
会の実
現

２-１ 大気環
境の保
全

総合的 清々しいきれ
いな空気が保
たれているか
点検します。

大気汚染に関
する環境基準
達成率※一般
環境及び自動
車排出ガス

二酸化硫黄
（ＳＯ２）の濃
度

１００％ １００％ １００％ 環境基準の達
成を維持

　 　 　 二酸化窒素
（ＮＯ２）の濃
度

１００％ １００％ １００％ 環境基準の達
成を維持

　 　 　 浮遊粒子状
物質（ＳＰＭ）
の濃度

１００％
（一般４６％）

１００％ １００％ 環境基準の達
成を維持

　 　 　 有害大気汚染
物質の環境基
準達成率

トリクロロエ
チレンの濃
度

１００％ １００％ 環境基準の達成を維持

　 　 　 ベンゼンの
濃度

５０％ １００％ 環境基準の達成を維持

　 　 個別的 工場等で大気
汚染物質の
排出が減って
いるか点検し
ます。

主要工場の大
気汚染物質排
出量

硫黄酸化物
（ＳＯｘ）

１２１万Ｎｍ３／年 １３６万Ｎｍ３

／年
今後さらに抑制

　 　 　 窒素酸化物
（ＮＯｘ）

４１３万Ｎｍ３／年 ４２９万Ｎｍ３

／年
　　

今後さらに抑制

　 　 　 自動車等で大
気汚染物質
の排出抑制
対策が進んで
いるか点検し
ます。

県内での低公害車等の導入台
数及び導入率（累計）

２９，００９台（８．
３％）

１５９，１８０
台

（４９．５％）
（平成２４年
３月末）

今後さらに拡大

　 　 　 大気汚染の
監視体制が
適切に整備さ
れているか点
検します。

大気測定局地点数 ２５地点 ２５地点 現在の体制を維持

有害大気汚染物質監視地点数 ４地点 ４地点 現在の体制を維持（Ｈ１７からＨ２０
まで国が１地点調査） 
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施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

　 ２-２ 水環境
の保全

総合的 きれいで安全
な水質が保た
れているか点
検します。

公共用水域の
環境基準達成
率

河川：生物化
学的酸素要
求量（ＢＯＤ）

９２％ １００％ 環境基準の達成

　 　 　 　 海域：化学的
酸素要求量
（ＣＯＤ）

９１％ １００％ 環境基準の達成

　 　 　 　 地下水の環境基準達成率
（健康項目）

９５％ １００％ 環境基準の達成

　 　 　 　 生活排水対
策が総合的に
進んでいるか
点検します。

汚水処理人口普及率 ３１．９％ ５４．１％ ４１％ ６４％

　 　 　 個別的 県内の水質
汚濁物質排
出量が減少し
ているか点検
します。

瀬戸内海区域
（県内）の汚濁
負荷量※第５
次総量削減計
画の削減目標

化学的酸素
要求量（ＣＯ
Ｄ）

４１トン／日
（平成１６年度）

３１トン／日
（平成２４年度）

３６トン／日
（平成２１年度）

―

　 　 　 　 窒素 ２７トン／日
（平成１６年度）

１８トン／日
（平成２４年度）

２０トン／日
（平成２１年度）

―

　 　 　 　 りん ２．０トン／日
（平成１６年度）

１．４トン／日
（平成２４年度）

１．６トン／日
（平成２１年度）

―

　 　 　 　 生活排水に対
する個々の対
策が進んでい
るか点検しま
す。

下水道整備人口
　

８７，６５４人 １３１，０７５人 ９３，０００人 １７５，０００人

　 　 　 　 農・林・漁業集落排水施設整備
人口

１７，７２０人 ２１，４８１人 ２３，０００人 ３６，０００人

　 　 　 　 合併処理浄化槽整備人口
　

１５３，１１０人 ２６１，３４０人 ２１７，０００人 ２９６，０００人

　 　 　 　 浄化槽法定受検率 ２９．５％ ５２．４％ ３６．５％ ５８．５％

　 　 　 　 命育むふるさとの川創生リーダ
ーの養成［再掲］

１７人
（平成１６年度）

６６人 ５０人 ―

　 　 　 　 安心できる水
質が確保され
ているか点検
します。

貯水槽水道の検査の受検率
　

１６％ １６．１％ ２０％ ３０％

　 　 　 　 地下水の環境基準達成率（健
康項目）　［再掲］

９５％ １００％ 環境基準の達成

　 　 　 　 森林などの水
源かん養機能
が向上してい
るか点検しま
す。

水源かん養保安林面積（累計） ６９，９３２ｈａ ７９，７４６ｈａ ７３，６３０ｈａ ７９，２７０ｈａ

　 　 　 　 透水性舗装実施延長（累計） １８．５ｋｍ ３３．６ｋｍ ２３．５ｋｍ ４７．８ｋｍ
（平成２４年度末）

　 　 　 　 水質汚濁の
監視体制が
適切に整備さ
れているか点
検します。

公共用水域環境基準測定地点
数

５１地点 ５１地点 現在の体制を維持

　 ２-３ 土壌環
境・地
盤環境
の保全

個別的 土壌への負
荷を低減する
取組が行わ
れているか点
検します。

エコファーマー認定数（累計） ５０７人 １，７６６人 １，０００人 ２，０００人

　 　 　 　 地盤への負
荷を低減する
取組が行わ
れているか点
検します。

地下水の揚水量
（吉野川下流域）

１６万ｍ３／日 ８．３万ｍ３／日 現状レベルを維持
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施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度） （平成２５年度）
平成１８年
度

平成２５年度

　 ２-４ 騒音・
振動・
悪臭等
の防止

総合的 騒音のない静
かな生活環境
が保たれてい
るか点検しま
す。

一般環境騒音に関する環境基
準達成率

９６％ １００％ １００％ 環境基準の達
成を維持

　 　 　 自動車騒音面的評価区間の達
成割合

１３％ ９８．４％ ３０％ １００％

　 　 個別的 自動車騒音
の抑制対策
が進んでいる
か点検します。

低騒音舗装実施延長（累計）
　

１６．４ｋｍ ２０．９ｋｍ －

　 　 　 畜産による悪
臭対策が進ん
でいるか点検
します。

畜産経営に起因する悪臭発生
苦情件数（年間）

１６件
（平成１５年度）

１４件 ８件 ０件

　 ２-５ 化学物
質によ
る環境
汚染の
防止

総合的 化学物質によ
る汚染のない
環境が保たれ
ているか点検
します。

ダイオキシン類の環境基準達成
率（大気・水質・底質・土壌）

１００％ １００％ 環境基準の達成を維持

　 　 　 個別的 化学物質によ
る環境汚染を
防止する取組
を点検します。

化学物質自主管理事業所数
　

２８７事業所
（平成１５年度）

３１４事業所
（平成２５年度）

４００ ６００

　 　 　 　 化学物質の
適切な処理が
行われている
か点検します。

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の適
正処理実施率

―
（平成１５年度）

６７．７％
（平成２４年度
高圧トランス、高圧
コンデンサ）

－ １００％
（平成２８年度）

　 ２-６ 資源の
循環利
用と廃
棄物の
適正処
理

総合的 暮らしや事業
活動から発生
する廃棄物が
抑制されてい
るか点検しま
す。

一般廃棄物排
出量

排出量 ３１４千ｔ
（平成１５年度）

２７７千ｔ
（平成２４年度）

－ ２５９千ｔ
（平成２２年度）

　 　 　 １日１人当た
り排出量

１，０４１ｇ
（平成１５年度）

９６２ｇ
（平成２４年度）

－ ８８９ｇ
（平成２２年度）

　 　 　 産業廃棄物排出量 ３，０６８千ｔ
（平成１５年度）

２，９２７千ｔ
（平成２０年度）

－ ３，１２０千ｔ
（平成２２年度）

　 　 　 廃棄物（資
源）のリサイク
ルが進んでい
るか点検しま
す。

一般廃棄物リサイクル率
（総資源化率）

１６．５％
（平成１５年度）

１７．３％
（平成２４年度）

－ ２６％
（平成２２年度）

　 　 　 産業廃棄物リサイクル率
（再生利用率）

５５％
（平成１５年度）

４７．２％
（平成２０年度）

－ ５９％
（平成２２年度）

　 　 　 廃棄物処理に
よる環境負荷
が抑制されて
いるか点検し
ます。

一般廃棄物最終処分量 ５６千ｔ
（平成１５年度）

３４千ｔ
（平成２４年度）

－ ３３千ｔ
（平成２２年度）

　 　 　 産業廃棄物最終処分量
　

１６８千ｔ
（平成１５年度）

１３２千ｔ
（平成２０年度）

－ １００千ｔ
（平成２２年度）

　 　 個別的 様々な資源の
リサイクルが
進んでいるか
点検します。

建設廃棄物リサイクル率 ８４％
（平成１４年度）

９７％
（平成２４年度）

８８％
（平成１７年
度）

９１％
（平成２２年度）

　 　 　 建設発生土リサイクル率 ７２％
（平成１４年度）

８８％
（平成２４年度）

７５％
（平成１７年
度）

９０％
（平成２２年度）

　 　 　 農業生産資材廃棄物（廃プラ）
回収率

７８％
（平成１５年度）

９４％ ８０％ ９０％
（平成２４年度）

　 　 　 家畜排せつ物堆肥化率 ７４％
（平成１５年度）

９４％ ９４％ １００％
（平成２４年度
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施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度） （平成２５年度）
平成１８年
度

平成２５年度

　 　 　 　 リサイクルを
促進する制度
や体制の整備
が進んでいる
か点検します。

エコショップ認定件数（累計） ３２８件
（平成１５年度）

４５８件
（平成２５年度）

３４５件 －

　 　 　 　 循環資源交換情報システム登
録件数

１８８件
（平成１５年度）

１２９件 ２５０件 －

　 　 　 　 グリーン調達方針策定市町村
数

２団体
（平成１５年度）

１団体 全市町村 全市町村

　 　 　 廃棄物の適
正な処理に向
けた体制整備
が進んでいる
か点検します。

ごみ処理広域化施設整備数 ―
（平成１５年度）

１ヶ所 １ヶ所 ―

　 ２-７ エネル
ギーの
有効利
用

個別的 省エネルギー
の取組が進ん
でいるか点検
します。

車両用ＬＥＤ（発光ダイオード）式
信号灯器の整備率

１０％
（平成１５年度）

６１．５％
（歩行者用は１００．

０％）

１８％ さらに拡大

　 　 　 自然（再生）
エネルギーの
利用が進んで
いるか点検し
ます。

家庭用太陽光発電施設の導入
件数（累計）

１，３３９件 １２，５５８件 １，６００件 ２，３００件

　 　 　 　 新エネルギー導入施設件数（民
間・公共施設）（累計）

７０件 ２９１件 ８０件 １００件

Ⅲ 地球環
境保全
への貢
献

３-１ 地球温
暖化の
防止

総合的 温室効果ガス
の排出量が
減少している
か点検します。

温室効果ガス総排出量 ６，９４２千ｔ-ＣＯ
２

（平成２年度）

７，５５２千ｔ-ＣＯ２
（平成２３年度）

－ ６，２４８千ｔ-ＣＯ２
（平成２２年度）

　 　 　 　 二酸化炭素を
吸収する森林
が増加してい
るか点検しま
す。

二酸化炭素吸収量算入対象森
林面積

２１９千ｈａ ２２１千ｈａ ２２０千ｈａ ２２２千ｈａ

　 　 　 個別的 事業活動や県
民生活におい
て二酸化炭素
排出抑制対
策が進んでい
るか点検しま
す。

地球環境保全行動計画の個別
行動計画の策定団体数

４７団体
（平成１５年度）

４６団体 ７０団体 ８０団体
（平成２２年度）

　 地球温暖化防止実行計画の策
定市町村数

４８／５０団体 ２２／２４団体 全市町村 全市町村

　 　 　 　 地球温暖化防止活動推進員活
動回数

２３８回 ２７４回 ２８０回 ３５０回

　 　 　 　 県内での低公害車等の導入台
数及び導入率（累計）
　

２９，００９台
（８．３％）

１５９，１８０台
（４９．５％）

（平成２４年３月末）

今後さらに拡大

　 　 　 　 二酸化炭素を
吸収する森林
が増加してい
るか点検しま
す。

二酸化炭素吸収量算入対象森
林面積［再掲］

２１９千ｈａ ２２１千ｈａ ２２０千ｈａ ２２２千ｈａ

　 ３-２ オゾン
層の保
護

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 ３-３ 酸性雨
対策の
推進

個別的 酸性雨の監
視体制が適
切に整備され
ているか点検
します。

酸性雨観測地点数 ５地点 ３地点 現在の体制を維持
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施策体系
区分 設定の目的 主な指標の項目

基準値 現状値 目標値

長期的目標 施策体系 （平成１４年度） （平成２５年度） 平成１８年度 平成２５年度

Ⅳ 参加と
協働に
よる環境
保全へ
の取組

４-１ 環境教
育・環
境学習
の充実

総合的 環境学習の
機会に多くの
県民が参加し
ているか点検
します。

各種環境プログラム参加者数
　

７８２人 １，６５９人 今後さらに拡大

　 　 県民自ら取り
組む環境学
習への支援が
進んでいるか
点検します。

環境アドバイザー派遣回数／受
講者数（年間）

２９回／１，４７０
人

５９回／２，４９４
人

３５回／１，７５０
人

５０回／２，５０
人

　 　 　 個別的 環境学習を担
う人材の育成
が進んでいる
か点検します。

環境アドバイザー登録者数（累
計）

２７人 ４１人 ３０人 －

　 　 　 環境カウンセラー登録者数（累
計）

２１人 ３０人 ３０人 ５０人

　 　 　 　 学校での環境
教育や取組が
進んでいるか
点検します。

「学校版環境ＩＳＯ」取組校数
（累計）

―
（平成１５年度）

２４５校 ３０校 さらに拡大

　 　 　 　 環境教育に関する教員育成人
数（累計）

４５人 １３１８人 ７０人 －

　 　 　 　 環境教育教材作成配布数
（年間）

８，０００部 ９，５６０部
（校内で保管，
共有）

取組を継続 －

　 　 　 　 県民に環境学
習の機会や場
が提供されて
いるか点検し
ます。

環境学習プログラム提供数
　

６８回 ９１回 今後さらに拡大

　 　 　 　 こどもエコクラブ登録数
（毎年度）

３１団体 １１団体 ４０団体 ５５団体

　 ４-２ 自主的
な環境
保全行
動の促
進

総合的 各主体の自
主的な環境
保全活動が
活発に行われ
ているか点検
します。

環境首都とくしま憲章の県民へ
の認知度
（※アンケートによる）

―
（平成１５年度）

７３．０％ ８０％ さらに拡大

　 　 　 　 環境ＮＰＯ登録団体数
（ＮＰＯ法人登録数）
　

２２／６４団体
（平成１５年度）

１１９／３４７
団体

今後さらに拡大

　 　 　 　 ＩＳＯ１４００１認証取得事業所数
（県・市町村を除く）

４３事業所
（平成１５年３月）

８４事業所
（平成２６年１２

月）

今後さらに拡大

　 　 　 　 アドプトプログラム参加団体数 ４１０団体
（平成１５年１２月）

８４２団体 ４７５団体 ９０２団体

　 　 　 個別的 行政の自主
的な環境活
動が進んでい
るか点検しま
す。

ＩＳＯ１４００１認証取得市町村数 １団体 ０団体 ３団体 ８団体

　 　 　 　 地球温暖化防止実行計画策定
市町村数

４８／５０団体 ２２／２４団体 全市町村 全市町村

　 　 　 　 　 各主体の連
携による環境
活動が進んで
いるか点検し
ます。

森づくり参加者数 ３８３人 ２，４５０人 １，０００人 １，５００人
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